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      令和６年第６回（定例会）吉備中央町議会会議録（４日目） 

 

１．令和６年１２月２０日  午前 ９時３０分 開議 

２．令和６年１２月２０日  午前１１時４１分 閉会 

３．会議の区別      定例会 

４．会議の場所      吉備中央町議会議場 

５．出席議員        

   １番  日  名  由  香    ２番  渡  邊  順  子 

   ３番  我  妻  瑛  子    ４番  髙  森     学 

   ５番  丸  山  節  夫    ６番  河  上  真 智 子 

   ７番  平  澤  一  浩    ８番  山  崎     誠 

   ９番  石  井  壽  富   １０番  片  岡  昭  彦 

  １１番  黒  田  員  米   １２番  西  山  宗  弘 

６．欠席議員 

  な  し 

７．会議録署名議員 

   ９番  石  井  壽  富   １０番  片  岡  昭  彦 

８．議場に出席した議会事務局職員 

  議会事務局長  早 川 順 治    書    記  冨士本 里 美 

９．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  山 本 雅 則    副  町  長  岡 田   清 

  教  育  長  石 井 孝 典    会計管理者   大 森 初 恵 

  総 務 課 長  山 本 敦 志    税 務 課 長  石 伊 利 光 

  企 画 課 長  大 樫 隆 志    協働推進課長  中 山   仁 

  住 民 課 長  宮 田 慎 治    福 祉 課 長  古 林 直 樹 

  保 健 課 長  塚 田 恵 子    子育て推進課長  片 山 和 子 

  農 林 課 長  三 高 昌 之    建 設 課 長  大 月   豊 

  水 道 課 長  楢 嵜 秀 徳    教委事務局長  大 月 道 広 

  定住促進課長  荒 谷 哲 也    加茂川総合事務所長  岡 﨑 直 樹 

１０．議事日程        
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   日程第 １         会議録署名議員の指名について 

   日程第 ２ 議案第６８号  吉備中央町税条例の一部を改正する条例について 

   日程第 ３ 議案第６９号  吉備中央町後期高齢者医療に関する条例の一部を改

正する条例について 

   日程第 ４ 議案第７０号  吉備中央町心身障害者医療費給付条例の一部を改正

する条例について 

   日程第 ５ 議案第７１号  吉備中央町国民健康保険条例の一部を改正する条例

について 

   日程第 ６ 議案第７２号  吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一

部を改正する条例について 

   日程第 ７ 議案第７３号  公の施設の指定管理者の指定について（吉備中央町

エコセンター） 

   日程第 ８ 議案第７４号  令和６年度吉備中央町一般会計補正予算について 

   日程第 ９ 議案第７５号  令和６年度吉備中央町国民健康保険特別会計補正予

算について 

   日程第１０ 議案第７６号  令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算に

ついて 

   日程第１１ 議案第７７号  令和６年度吉備中央町再生可能エネルギー事業特別

会計補正予算について 

   日程第１２ 議案第７８号  令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算につ

いて 

   日程第１３ 議案第７９号  令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算につ

いて 

   日程第１４ 同意第 ６号  賀陽財産区管理会委員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

   （追加日程） 

   追加日程第１ 議案第８０号  吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に

関する条例等の一部を改正する条例について 

   追加日程第２ 議案第８１号  岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体数の減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の



- 3 - 

変更について 

   追加日程第３ 議案第８２号  損害賠償事件の和解について 

   追加日程第４ 議案第８３号  令和６年度吉備中央町一般会計補正予算について 

   追加日程第５ 議案第８４号  令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算

について 

   追加日程第６ 議案第８５号  令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算に

ついて 

   追加日程第７ 議案第８６号  令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算に

ついて 

   追加日程第８ 発議第 ７号  持続可能な学校の実現をめざす意見書について 

   追加日程第９         閉会中の特定事件（所管事務）の調査について 

１１．会議に付した議案の題目及びその結果 

   議案第６８号  吉備中央町税条例の一部を改正する条例について     可決 

   議案第６９号  吉備中央町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す 

           る条例について                    可決 

   議案第７０号  吉備中央町心身障害者医療費給付条例の一部を改正する 

           条例について                     可決 

   議案第７１号  吉備中央町国民健康保険条例の一部を改正する条例につ 

           いて                         可決 

   議案第７２号  吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を 

           改正する条例について                 可決 

   議案第７３号  公の施設の指定管理者の指定について（吉備中央町エコ 

           センター）                      可決 

   議案第７４号  令和６年度吉備中央町一般会計補正予算について     可決 

   議案第７５号  令和６年度吉備中央町国民健康保険特別会計補正予算に 

           ついて                        可決 

   議案第７６号  令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算につい 

           て                          可決 

   議案第７７号  令和６年度吉備中央町再生可能エネルギー事業特別会計 

           補正予算について                   可決 
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   議案第７８号  令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について  可決 

   議案第７９号  令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について  可決 

   同意第 ６号  賀陽財産区管理会委員の選任につき同意を求めることに 

           ついて                        同意 

   議案第８０号  吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する 

           条例等の一部を改正する条例について          可決 

   議案第８１号  岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の 

           減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更について  可決 

   議案第８２号  損害賠償事件の和解について              可決 

   議案第８３号  令和６年度吉備中央町一般会計補正予算について     可決 

   議案第８４号  令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算につい 

           て                          可決 

   議案第８５号  令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について  可決 

   議案第８６号  令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について  可決 

   発議第 ７号  持続可能な学校の実現をめざす意見書について      可決 

           閉会中の特定事件（所管事務）の調査について      決定 
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            午前 ９時３０分  開 議 

○議長（西山宗弘君） 

 おはようございます。 

 今朝も大変寒い朝でございましたが、皆さん方には十分にお体のほうを御留意ください

ますようお願い申し上げます。 

 せんだっての北九州の殺傷事件に伴いまして、最近では、今朝耳にしたんですけれど

も、いろいろな怪文書が出回り、そして子どもたちの安心・安全が脅かされる今日でござ

います。どうぞ、町内外含めましてですけれども、皆さん方の見守りの強化をしていただ

きたいという思いでございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達していますので、これより直ちに本日の

会議を開きます。 

 会議中の撮影許可を既に報告したものに加えて、テレビせとうち、ＮＨＫ岡山放送局並

びに山陽新聞社に許可をしていますので、御報告を申し上げます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、９番、石

井壽富君、１０番、片岡昭彦君を指名します。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第２、議案第６８号、吉備中央町税条例の一部を改正する条例についてを議題とい

たします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第６８号、吉備中央町税条例の一部を改正する条例に

ついては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第３、議案第６９号、吉備中央町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例についてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第６９号、吉備中央町後期高齢者医療に関する条例の
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一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第４、議案第７０号、吉備中央町心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例

についてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 来年度からようやく岡山県が心身障害者医療費公費負担制度において精神障害者も対象

とすることとなりました。これを受けて、町でも併せて制度を改めるというものだと思い

ます。精神科以外の一般科の診療も３割負担から１割負担となり、精神科以外の疾患もあ

る方も多く、長く実現が待たれていた制度改正であり、実現には安堵の声が聞かれます。 

 その中で、１点、気になることがあります。参考資料の５ページをお願いします。 

 第３条の２に、次の各号のいずれかに該当する者は受給資格者としないとあり、次のペ

ージの（４）では、精神障害者保健福祉手帳を初めて取得したときの年齢が６５歳以上で

ある者とあります。つまり、６５歳以上で１級の手帳を取得してもこの制度の対象外とな

るということでしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 古林福祉課長。 

○福祉課長（古林直樹君） 

 御質問にお答えいたします。 

 初めて取得した方につきましては、該当にならないということでございますが、後期高

齢者医療制度におきまして、６５歳以上の方でも精神手帳１級を持たれてる方につきまし

ては後期高齢者制度のほうに移行されまして、おおむね１割負担ということなので、同じ

１割程度で医療のほうは受けられるというようなことでございます。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 
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○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７０号、吉備中央町心身障害者医療費給付条例の一

部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第５、議案第７１号、吉備中央町国民健康保険条例の一部を改正する条例について

を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 開会日に御説明していただいたように、平成３０年の国保制度改正によって、県が財政

運営の責任主体となり、国は各都道府県の保険料水準の統一化に向けた取組を推進してい
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ます。 

 この保険料水準の統一化に関しては、その実施前から各市町村独自の努力や取組が失わ

れ、住民福祉低下を招くと指摘されてきました。まさに、今回の葬祭費の給付額減は、そ

ういった流れの中にあると思います。 

 吉備中央町としては、保険料水準の統一については賛成の立場を取られているようです

が、保険税低減につながる交付金算定というあめを享受している間に地方自治をむしばま

れているという危機感を感じます。 

 先日の委員会で同僚議員から提案がありましたように、こういった場合には国保会計か

ら離れたところで独自の取組なども検討していく必要があると思います。 

 今回の保険料水準の統一に伴う給付額変更には反対いたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 討論に入りましたので、まず反対者の意見が出ましたので、次に原案に対して賛成者の

発言を許可します。 

 ほかに討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 賛成多数です。したがって、議案第７１号、吉備中央町国民健康保険条例の一部を改正

する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第６、議案第７２号、吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 
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○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７２号、吉備中央町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第７、議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定について（吉備中央町エコセン

ター）を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 
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 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７３号、公の施設の指定管理者の指定について（吉

備中央町エコセンター）は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第８、議案第７４号、令和６年度吉備中央町一般会計補正予算についてを議題とい

たします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 補正予算説明書の２２ページをお願いします。 

 小学校費の中に会計年度職員報酬４４０万円の減額、また２３ページの中学校費では会

計年度職員報酬２５０万円の減額、また２４ページの社会教育費でも会計年度職員報酬

２２０万円の減額とあります。人員減があったのかと思いますが、これはどういったもの

でしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 大月教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（大月道広君） 

 それでは、お答えいたします。 

 まず、小学校費の会計年度職員報酬の減ですが、当初、町で支援員等を予定しておりま

したが、県費で加配がついたため、その分が減になったということでございます。 

 次に、中学校費の減についてですが、まず町費で支援員を予定しておりましたが、これ

も県費で加配のほうを用意していただいたということで、それにつき減となったことと、

高梁御津線で落石があって道路が当初通れませんでした。そのために、町費でバスを用意

してその人員の確保をとしておりましたが、予定よりも早く落石のほうが取り除かれたと

いうことで交通が再開したということで、そのことについての減ということになっており
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ます。 

 また、社会教育費の会計年度任用職員の減ですが、これは地域未来塾、ｋｉｉ＋の講師

を当初から５人用意するということでしておりましたが、１２月に入るまで人員の増減等

がありまして、正式に人数がそろったのが１２月ということでしたので、その間の報酬の

差額が生じたということで、減ということで上げております。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ５番、丸山節夫君。 

○５番（丸山節夫君） 

 １５ページについてお尋ねをいたします。 

 総務費、総務管理費の諸費で委託料の６６７万円の補正ということなんですが、先般の

一般質問の中でもデマンドの関係、お尋ねがあったと思うんですが、この理由説明につい

ては、デマンド利用の増加によるという説明をたしかお聞きしたと思うんですが、もう少

し詳しい内容が分かれば御説明のほうをいただきたいと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、御質問にお答えをいたします。 

 デマンドタクシーの利用につきましては、令和５年度から区域を撤廃したということ

で、利用者が増えております。５年度の利用者数については１，７８７人でございます

が、６年度、現在のところの数字をもって案分をしましたところ、４，０５０人を見込ん

でおります。それに伴う増額でございます。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ８番、山崎誠君。 

○８番（山崎 誠君） 

 それでは、質問させていただきます。 

 まず、１１ページの歳入ですが、滞納繰越分６，０００万円という大変大きなお金が入

っておりますが、これは何件あって、大きいものなんで恐らく個人ではないと思うんです
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が、企業名とかを明らかにできればお願いしたいと思います。 

 それから、１４ページに延滞金１，０００万円ほどあるんですが、これはこの

６，０００万円に関係する延滞金なのか、これも金額が大きいので説明をお願いしたいと

思います。 

 それから、１５ページの先ほどの同僚議員の乗合タクシーの増ということで説明があり

ましたが、その後、コールセンター、別の資料ではコントロールセンターとなっておりま

すが、そういうふうなコールセンター関連の委託料というのは含まれているのかいないの

か。先ほどの説明では、単純に利用者の増ということでしたけども、そこをもう一度、コ

ールセンターの関係がありましたらそこを説明していただきたいと思います。 

 それから続いて、２０ページの下段ですが、駐車場整備工事が１，２００万円ほど減に

なっておりまして、これは道の駅かようの横の山を崩すというか、小山を崩して今駐車場

をしておりますけども、これの中断に、つまり工事を今取りあえず途中でやめることによ

る減額ということでしたが、御存じのように、道の駅かようの利用は、日によって随分差

があるようですが、土日は割と停められないことが、今の在来の駐車場ではみ出ることも

結構ありまして、この駐車場がなかなか完成しないということで、少し利用者に不便があ

るのではないかと思いますが、この中断によって将来いつ頃にこの整備というのは行われ

るのかの見通しを併せて分かっていれば説明をお願いしたいと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 石伊税務課長。 

○税務課長（石伊利光君） 

 それでは、御質問にお答えします。 

 まず、固定資産税の滞納繰越分の関係でございます。 

 この案件につきましては、１法人が所有する土地、家屋、償却資産に係るもので、滞納

年度としましては平成３１年度から令和５年度分まで、期別数としては２５件となってお

ります。法人名につきましては、公表を控えさせていただきたいと思います。 

 それから、延滞金の関係でございますが、この法人が納めていただいたことによる延滞

金が増額となっておりましたので、当初予算は平均並みの収納率で計算しておりました

が、今回１，０００万円からの入金がありましたので、増額させていただいたものでござ

います。 
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 以上です。 

○議長（西山宗弘君） 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、お答えをさせていただきます。 

 諸費の乗合タクシーの運行業務でございます。コールセンター等の経費も含まれている

かということでございますが、これはタクシー業者にお支払いをする委託料のみでござい

ます。 

○議長（西山宗弘君） 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 それでは、商工振興費の駐車場整備工事１，２００万円の減額ということでございます

が、これにつきましては、道の駅かよう敷地内にあります旧憩いの広場の小高い丘の部分

を今徐々に土砂を取っている状況でございます。この土砂を取ることにつきましては、県

道の道路工事等で土砂が必要ということで、県が徐々に取っていただいてるという経緯が

ございます。予定では、今年度中に土砂が取られるので、あそこにあります工作物ですと

か整地のお金をしとったんですけども、県の道路工事のほうが予定より土砂があまり必要

なかったということで、今年中には全部取れないということで予算を落としたところでご

ざいます。今後の計画につきましては、土砂のほうが全部取れ次第、あそこを工作物等を

取って整地のほうをさせていただこうと思っておりますので、土砂の取れ具合ですので、

もし来年、土砂が取れるようでしたら、その次の年でも予算計上するなりというような方

向で今は考えておりますが、今のところ、いつ土砂が全部取れるかということについては

未定のところでございます。 

 以上です。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ８番、山崎誠君。 

○８番（山崎 誠君） 

 ２０ページのさっきの駐車場というか、道の駅かようの駐車場の件ですけども、今のよ

うな経緯は事前にももちろん土砂のことで聞いておりましたが、これは県の事業任せで、
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こちらからの要望とか、少し道の駅かようの利用でこういうことだというようなことは全

くしんしゃくされないというか、町の要望というのは何か協議されるようなことはあるん

でしょうか、県の都合でいつになるか分からないということなんでしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 道の駅を指定管理をされてるところから駐車場が不足しているというようなこともお聞

きはしておりますが、ここの部分も４分の１ぐらいは今整地をして停めれるようにはなっ

ておりますので、特に急いで、停めるところがないので困ってるというようなお話は聞い

ておりません。 

 ですので、町のほうで全て土砂を取るということは今のところ考えてなくて、県のほう

で取っていただくのを待ってるというような状況でございますので、町のほうで取ろうか

というような協議は今のところはしておりません。 

 以上です。 

○議長（西山宗弘君） 

 ８番、山崎誠君。 

○８番（山崎 誠君） 

 質問が、趣旨がちょっと違ったんですが、町で取ってくださるということではなくて、

そういうふうな町側の要望、私は先ほどあまり、今管理されてる、道の駅を管理されてる

方からはということですが、土日に行くと時々はみ出て、僕らも昼頃行くと停まれないよ

うな状況もあるにはあるんです。 

 なので、町が土砂を取るんではなくて、県のほうの別事業の都合がありますが、町とし

てはこうだということの、そういうような県との協議というのは、全くそういう場はない

のかあるのか、それと関連して、これぐらいまでには何とかできないかというなことは申

し入れたり、何かそういうような協議はあるんでしょうかということをお尋ねしたので、

その点をお答えいただきたいと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 
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 すみません。協働推進課のほうではそこは協議はしておりませんが、工事ですので、建

設課等でそういう工事をするしないというのはあるんですが、そこで早くしてほしいとか

というようなことまでは言っているか言ってないのかというのは私のほうでは分かりませ

ん。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ９番、石井壽富君。 

○９番（石井壽富君） 

 ９番、石井壽富ですが、さっき課長言われようたけど、あそこの道の駅は、何年も前か

らの陳情、要望が出とるでしょうがな。じゃけえ、それは県の土を取るとか取らんとかと

いうな県任せじゃ言ようるけど、あんだけのものじゃったら町費でもってきちっと取ろう

思やあ取れるわけじゃから。駐車場がそういうふうな陳情、要望は出とらんというてさっ

き答弁されようたけど、何年も前からでしょうがな。大型やこうは非常に困りょうります

が、一番西側の。じゃけえ、それはあんだけの施設やし、きちっとそうやって駐車場の整

備とかというのは安全性の問題もあるし、町費でもって、町長、町費でもっても、あっこ

はきちっと整備するようにせんと。せえと、すぐにせえ言うてすぐにできん場合もあろう

から、何年ぐらいまでにはこういうなことをしますという計画ぐらいは持たんと、それは

陳情、要望がないじゃ、そんな答弁は駄目ですよ。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 中山協働推進課長。 

○協働推進課長（中山 仁君） 

 今議員のおっしゃられたような御意見につきましては、真摯に受け止めをさせていただ

きたいと思います。 

 ただ、経費のほうが、県が取っていただけたら町の予算のほうを使わなくて済むという

ことで、県のほうにも取っていただいてるところではございますが、もう一度管理者のほ

うにも確認をしながら、小高い丘が途中で切れてるような状況ですので、早めに何とか動

かしていけるように協議のほうをさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いし

ます。 

○議長（西山宗弘君） 
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 ほかに御質疑はございませんか。 

 ９番、石井壽富君。 

○９番（石井壽富君） 

 ほんなら、町長、その辺の来年度でも予算をきちっとあれして計画はつくって。これ、

町長、随分前からあそこの駐車場の件は町長も御存じのはずじゃと思うよ。大分前からあ

っこを駐車場にというふうな計画は議会のほうからも出とるでしょうがな。なら、その辺

の予算計上をきちっとして、町長、答弁を求めますよ。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本町長。 

○町長（山本雅則君） 

 この道の駅の駐車場につきましては、ここだけでなくて、加茂川の道の駅の駐車場も狭

いというのは認識をしております。そうした中で、かようの道の駅の駐車場整備につきま

しては、そのそばを通ってる県道の改良等の関係から、県も土が要りますよと、我々は土

を取っていただきたいと、そうした中でのいかにコストを両方とも下げるかということも

一つの考え方に至っております。ですから、県の道路改良を急いでやってくださいという

ような要望はしております。そうした中で、それが進むことによってこの土が早く取れる

と、取っていただいて、あと舗装をかけるというのはこのように予算を組んでますので、

その方向性には間違いございません。これからも県の道路改良等々につきまして早急にそ

れを進めてくださいということは要望していこうと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 
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 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７４号、令和６年度吉備中央町一般会計補正予算に

ついては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第９、議案第７５号、令和６年度吉備中央町国民健康保険特別会計補正予算につい

てを議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７５号、令和６年度吉備中央町国民健康保険特別会

計補正予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 
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 日程第１０、議案第７６号、令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算について

を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７６号、令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補

正予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第１１、議案第７７号、令和６年度吉備中央町再生可能エネルギー事業特別会計補

正予算についてを議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７７号、令和６年度吉備中央町再生可能エネルギー

事業特別会計補正予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第１２、議案第７８号、令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算についてを

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７８号、令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正
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予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第１３、議案第７９号、令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算についてを

議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第７９号、令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正

予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 日程第１４、同意第６号、賀陽財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについ

てを議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、同意第６号について御説明をいたします。 
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 賀陽財産区管理会委員の選任につき同意を求めることについて。下記の者を賀陽財産区

管理会の委員に選任したいので、吉備中央町財産区管理会条例第５条の規定により議会の

同意を求める。 

 記といたしまして、氏名、住所、生年月日の順に読み上げさせていただきます。 

 大塚実、上竹１１４２番地、昭和３０年５月１２日。石井保直、納地２０３３番地、昭

和２５年１０月９日。田村昌亮、豊野５５２５番地、昭和２７年８月８日。髙谷一郎、竹

荘７５０番地３、昭和２２年１１月１６日。宮井健次、黒土１４３７番地２、昭和３０年

１２月１６日。坂井繁、吉川２４５６番地、昭和１８年１２月１５日。先山安則、岨谷

５７８番地１、昭和３０年１０月４日。 

 賀陽財産区管理会委員の任期は４年でございます。令和６年１２月２１日で任期満了と

なることから、新たに選任同意を求めるものです。 

 なお、７人の委員は、賀陽財産区から推薦された方で、新任は大塚実さんの１名、他の

６名につきましては再任としてお願いをするものでございます。どうぞよろしくお願いを

いたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 本案はこれに同意することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 
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 全員賛成です。したがって、同意第６号、賀陽財産区管理会委員の選任につき同意を求

めることについては、これに同意することに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま町長から議案第８０号、吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例等の一部を改正する条例について、議案第８１号、岡山県市町村総合事務組合を組

織する地方公共団体数の減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第

８２号、損害賠償事件の和解について、議案第８３号、令和６年度吉備中央町一般会計補

正予算について、議案第８４号、令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算につい

て、議案第８５号、令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について、議案第

８６号、令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について、丸山節夫君外５名から

発議第７号、持続可能な学校の実現を目指す意見書について、また各常任委員長、議会運

営委員長及び特別委員長から閉会中の特定事件の調査についての申出があります。 

 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。御異議ございません

か。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 異議なしと認めます。したがって、議案第８０号、吉備中央町議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例についてから議案第８６号、令和６年度

吉備中央町下水道事業会計補正予算について、発議第７号、持続可能な学校の実現を目指

す意見書について及び閉会中の特定事件の調査についてを日程に追加し、直ちに議題とす

ることに決定しました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時１０分  休 憩 

            午前１０時１４分  再 開 

○議長（西山宗弘君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第１、議案第８０号、吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、議案第８０号を御説明をいたします。 

 吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて。吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町長、山本雅則。 

 この条例改正につきましては、令和６年度人事院勧告により国家公務員の給与改定が実

施されたことを踏まえ、それぞれの条例を改定するため、所要の改正を行うものでござい

ます。 

            〔条例朗読説明〕 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８０号、吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁
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償等に関する条例等の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第２、議案第８１号、岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の

減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、議案第８１号を御説明いたします。 

 岡山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び岡山県市町村総合事務

組合規約の変更について。地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和７年３月

３１日をもって岡山県市町村総合事務組合から和気北部衛生施設組合が脱退することを承

認するとともに、岡山県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。令和６年１２月

２０日提出、吉備中央町長、山本雅則。 

 今回の変更は、市町村総合事務組合の組合員であります和気・赤磐し尿処理施設一部事

務組合と和気北部衛生施設組合が、効率的な事務運営と行財政面での効果を目的に、和気

北部衛生施設組合を解散し、当組合の業務を和気・赤磐し尿処理施設一部事務組合に引き

継ぎ、新たな一部事務組合として和気・赤磐環境衛生施設組合を設立することに伴い、岡

山県市町村総合事務組合規約の変更を行う必要があるため、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

            〔参考資料朗読説明〕 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 
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 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８１号、岡山県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体数の減少及び岡山県市町村総合事務組合規約の変更については原案のとおり可決

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第３、議案第８２号、損害賠償事件の和解についてを議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、議案第８２号について御説明をいたします。 

 損害賠償事件の和解について。損害賠償請求事件に関し、次のとおり和解することにつ

いて、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める。 

 １、和解の相手方、吉備中央町内業者。 

 ２、事件名、岡山地方裁判所令和５年（ワ）第６０７号損害賠償請求事件。 

 本件の概要。原告は、令和２年度から令和４年度までの被告の種別、「土木」の指名競

争入札参加資格者名簿に登録されていたが、被告は、令和２年度から令和４年度までの被

告の種別、「土木」の指名競争入札で一度も原告を指名しなかった。原告は、被告が上記

のとおり原告を一度も指名しなかったことが違法であるとして、当時の入札の事実によれ

ば、原告が指名業者となっていれば少なくとも１回は落札者となっていたことがほぼ確実

であることから、原告が落札者となることによって得られるべき利益を得られなかった損

害賠償の支払いを求めていたもの。 
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 ４、和解の内容、別紙のとおり。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町長、山本雅

則。 

            〔参考資料朗読説明〕 

 どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 まず、和解というのは、お互いに折り合いをつけて収まるという一番いいところだと思

います。ただ、議決を採るということなので、内容を可能な限り明らかにしてもらわない

といけないと感じます。 

 まず、指名をしていなかった理由はどういったことでしょうか。訴訟するということ

は、原告も公にここは明らかにしてほしいという思いだと推察しますが、いかがでしょう

か。併せて２点お伺いします。 

 今回、町が原告を指名していなかった真っ当な理由があるのであれば、この和解を受け

入れるということは、町もしくは町民に不利益が生じることになるのではないかという気

がかりも考えられますが、どう考えておられますか。 

 そして、３点目が、指名競争入札の運用方法がこの和解を受けて具体的にどのように変

わるのか、教えてください。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 指名をしなかった理由ということでございますが、これは指名委員会の中での協議のこ

とになります。指名委員会の協議事項につきましては、公表できないというふうにされて

いますので、ここでは控えさせていただきます。 

 今後の運用方法についてでございますが、これにつきましても今後細かい内容について

は詰めていくことになっておりますので、現段階での発言は控えさせていただきます。 
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○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 ２つ目の質問を、もう一度言います。 

 町が今回の原告を指名しないという真っ当な理由があったならば、この和解を受け入れ

るということは、町もしくは町民に不利益が生じるのではないかという気がかりも考えら

れますが、どう考えられますか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 答弁漏れのようですから、答弁をお願いします。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 今考えられる不利益は生じないのではないかなというふうに考えております。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ３番、我妻瑛子君。 

○３番（我妻瑛子君） 

 今後、豪雨や台風など災害が増えていく懸念がある中で、復旧工事を担える町内の企業

は貴重な存在だと思います。 

 今回の原告以外にも指名を不当に外されているという業者がないように、また現在指名

を受けている業者も併せて地域の企業を活性化させるということ、そして公正な入札で、

もちろん官製談合などないように運営していくのは行政の役割だと考えます。 

 質問は２点、この和解にどの程度拘束力があるのか、町としてこの内容の履行をどう考

えているのかということと、この裁判に関わる費用はどうなるのでしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 岡田副町長。 

○副町長（岡田 清君） 

 この和解案を見ていただくとお分かりになると思いますけれども、改めて共に法令を遵
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守して適切な運営を図っていこうという未来志向の和解案であると認識をしております。

したがいまして、原告企業の配慮を尊重してこの和解案をぜひ受け入れたいというふうに

認識しております。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁漏れでしたか。 

 答弁漏れがあるそうです。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 裁判の費用というふうな御質問でございましたが、先ほどの７番に訴訟費用は各自の負

担とするというふうなことを書いておりますとおり、各自で負担を行います。 

○議長（西山宗弘君） 

 よろしいか。３回までなんで、すみません。 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ８番、山崎誠君。 

○８番（山崎 誠君） 

 幾つかの和解の内容について今質問と説明がありましたが、和解というのは双方が合意

しなければ和解しないんですけども、ここの提示された資料では、下記の内容で和解した

いということですので、町としてはこれを受諾してもいいということだろうと推測しま

す。 

 それを認識した上でお尋ねしますが、和解の場合、普通、こういう民事裁判の場合は、

代理人弁護士が裁判所を交えていろいろ協議をしていると思うんですが、原告、被告双方

の協議の下にこの和解案が示されたのか、それともずっと隔たりがあって、裁判官が判決

の前に職権和解ということをしたのかということ、背景について御説明をいただきたいと

思います。今の説明では、いろんな協議を重ねて双方がおおむね合意に近づいた、この和

解案で大体いけるだろうというようなことと受け止めましたけども、改めてバックボーン

についてまず説明をお願いしたいというのが１つです。 

 それから、先ほどの質疑の中である程度理解はできましたが、１点だけ内容についても

う一度説明をいただきたいと思います。 

 この和解案の第３項に関わることなんですけども、途中を省いて中段から「殊さらに原

告を排除することはしないことを約束する」と書いてあるんですが、ということは、さっ
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き職権和解か双方の合意による和解かと聞いたのも、この和解案では「殊さらに原告を排

除することはしない」ということは、逆に言えば殊さらに原告を排除してきたというふう

に読み取れるわけです。 

 先ほどの答弁では、指名委員会のことは公表できないということでしたが、指名委員会

はもちろん町も関わりがあるわけで、殊さらに原告を排除したのかどうかということにつ

いて、内容はともかく、そういう認識について御説明をお願いしたいと思います。 

 それから、訴訟費用は各自の負担とする。原告は全ての訴訟費用を被告が負担しないと

いうふうにたしか訴状はなってたと思うんですが、訴状というか、ここに書いてある事件

の概要ではなってたと思うんですが、双方でこういうふうに合意するべく和解案が示され

ておりますが、この費用、これは当然町費から出さなきゃいけないんですけども、弁護士

費用が中心になると思いますが、大体概算でいいですが、幾らぐらい町としてはこれは負

担が生じるのでしょうか。 

 以上、お答えいただきたいと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 それでは、お答えをいたします。 

 まず、和解は双方協議の下かというふうな御質問でございます。 

 双方弁護士及び我々もですけども、弁論準備手続を過去８回行なった結果、この結論に

至ったということでございます。 

 それから、「殊さらに」の言葉の意味というふうなことでございますが、これは今後実

施する指名競争入札についてというふうなことでございます。今まで殊さらに原告を排除

したかというふうなことにつきましては、そのようなつもりはございません。 

 それから、弁護士等への今後の費用についてでございますが、まだこれについては請求

額について示されておりませんので、現段階ではお示しすることができません。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ８番、山崎誠君。 

○８番（山崎 誠君） 
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 訴訟費用については分かりました。 

 「殊さらに」ですけども、今後そういうことをしないということですが、第３項の文面

を読むと、どう読んでも、今まで殊さらに原告を排除をしてきたというふうにこれは読め

るんですが、私の国語力の理解では。 

 今期、新たに選挙で選ばれた議員さんは御存じないかもしれませんが、この件について

は、恐らく各議員もこの原告の業者から口頭陳情も受けたことがあると思います。そうい

う意味で、この文面、３項の文面で、先ほどはこれは今後しないということだけでしたけ

ども、このことについて今までの殊さらということの言及はこの場ではしないということ

なんでしょうか。 

 これが関係あるのは、先ほども質問の中で出ましたが、ここに町内業者、今、なかなか

公共工事も減って、町内業者もかなり厳しい局面だと思います。今後、災害が起こったと

きに、町内業者がそれぞれが力を発揮していただいて、町のそういう災害復旧とか工事の

面とかでお互いに力を合わせていくことはとても大事なことなので、このことについて、

町内業者の育成あるいは健全な今後の工事の施工に鑑みて、殊さらということがこれから

だということで私は読み取れないので、このことについて再度、あったのか、なかったの

か、これは未来のことだと、これからのことだというふうな答弁でしたけども、その点は

何か言及をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 御存じのように、これからのことといいますか、和解案ということの提示でございま

す。和解案では、過去のことについては特に触れてはおりませんし、和解案ですので、過

去のことに言及することはないということでございます。そのような裁判官からの提示が

ございました。いろいろな弁論を踏まえての和解案でございます。弁論の内容については

控えさせていただきますが、今後の、先ほど副町長も申し上げましたように、未来に向け

ての和解案ということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ８番、山崎誠君。 
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○８番（山崎 誠君） 

 言葉尻を捉えるわけではありませんが、和解案はつまりこれからのことですが、これか

らのことでこういうことをやるということで７項示されておるのは、これは当然でござい

ますが、この和解案がここに示されるということは、過去のことがあったから、当然その

ことを十分分析し、あるいはお互いの主張を聞いてそのように和解案が示されたわけで、

過去のことではないということは、全く、過去のことも前提の上に和解案があるので、今

の答弁には納得できませんが。 

 いずれにしても、これについて町としては下記の内容で和解したいということなので、

過去のことではないということですが、そこのところでさらに答弁があれば、なければそ

れで結構ですが、結論的には町としてはこの和解内容を遵守して和解したいという意向だ

ということで今日ここに示されたという理解でよろしいんでしょうか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 

 そのとおりでございます。この和解案で和解をするという方向で示しております。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

 ９番、石井壽富君。 

○９番（石井壽富君） 

 １７日の協議会があったわけですね、全員協議会が。そのときには、この和解案とは直

接的には関係ないですけど、１期生は特にこういったことの前後が分からないわけで、そ

の質問をしようとしたところ、副議長あたりがそれを制止してみたり。副町長、答弁する

ことによって法的な圧力的なことが全協で発言をされましたけども、議会中の議員の質問

権というのは、これは特権でありますんで、そういうふうな、吉備中央町にしか通らんこ

とでしょうけども、非常に残念なことですわね。 

 るる先ほどの議員さん等の質問におきましてそれぞれ私も認識はいたしておりましたけ

れども、そもそも公金による公共工事において法令違反をしたからこうなったわけであり

ます。特に、副町長、指名委員長でもありますし、町長、執行権というものを法令を守ら

ずにやった結果がこういうことになったんじゃないんですか。 
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 和解案は未来のことだと言われようりますけれども、今まで排除してきた原因というも

のははっきり言わんと、我々は納得はできんですよ、理由を。なぜ排除されたか、なぜ司

法の場にまで持っていかれたかと。これの法令を違反をしたということであるならば、そ

の執行権は、責任というものはどういう形に議会に対して、この和解案の中に責任という

ものがないわけでありますが、それはそれで結構でございます。しかしながら、納税義務

者が納税をしておられる公金の無駄の使い方、きちっと法令遵守した執行権でやっておれ

ばこの事件は起きなかったわけでしょ。その辺をはっきりこの議場で、本会議で言うても

らわんと。この和解案そのものに私は何も反対するつもりもないし、責任ということと、

町長、この辺を議場ではっきり言ってもらわないと。なぜこういうふうな排除をしたかと

いうことの、そのことも言ってくださらないと、原因があるわけですから、原因があって

結果、こういう結果が起きとんでしょ。それを言うてください。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 岡田副町長。 

○副町長（岡田 清君） 

 指名委員会の内容につきましては、先ほど総務課長が申し上げましたように、秘密事項

になっておりますので、経緯についてはここでお話をすることはできません。 

 なお、和解の内容につきましては、原告の方、また裁判官、被告側の代理人、それぞれ

が協議をして、裁判官からこういう提示がされております。非常に未来志向の提案である

というふうに思っておりますので、我々としてはこの和解の内容を受けるべきというふう

に理解をしております。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

            （９番、「答弁漏れがあるが。」の声） 

 答弁漏れ。 

            （９番、「責任がある。」の声） 

 答弁漏れがあるそうですが。 

 岡田副町長。 

○副町長（岡田 清君） 

 この和解の内容によって責任がどうこうということでしょうか、その辺をお尋ねをいた
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します。 

            （９番、「いや、そうじゃないですわ。」の声） 

○議長（西山宗弘君） 

 ９番、石井壽富君。 

○９番（石井壽富君） 

 いや、こういう排除をして、そういうふうな司法の場に持って出られるような原因とい

うものは、執行責任があるんじゃないですか。スムーズにいっとりゃ、こういうことにな

らんのでしょ。きちっと公共事業で一般競争入札、指名入札で。特に、吉備中央町の場合

は、指名入札の、よその自治体に比べて９割ぐれえは指名に持っていっとるでしょう。そ

れは、官製談合を防ぐために国の一つの方針として一般競争入札というものを取り入れな

さいよというなことを国のほうからも、過去、官製談合はなくならないがゆえに、談合を

するということは、それぞれの企業の成長が止まるということでしょ。ですから、公共事

業においては、企業の成長のためもあり、少ない予算でいい行政サービスができるという

形の基本的なことが、執行する側にきちっと認識がないからこういうことになっとんでし

ょ。責任ということにおいては、今回はこういうふうなことになった以上、執行の責任と

いうものをどういう形で議会に示されるんですか、町民に示されるんですかということを

質問しょんです。未来、将来がようなるという、これは当たり前のことでしょう。それは

駄目ですよ。その責任を言うてください。 

○議長（西山宗弘君） 

 岡田副町長。 

○副町長（岡田 清君） 

 我々としては、適切な法令に従って物事を進めてきたつもりでございます。そうするこ

とによって、ある場合にはなかなか現実に合わんということがあるかも分かりません。御

理解いただけない場合もあるかも分かりません。場合によっては、決まりを変えるという

必要もあるかも分かりませんが、取りあえず現行の法令に従って物事を進めた結果、なか

なかこちらの意を酌んでいただけなかった面もあるのかも分かりません。そこには責任と

いうよりも、むしろそれぞれの決まりに従った対応の結果というふうに受け止めていただ

きたいと思いますし、さらにこの和解案の中には、より一層法令に従ってやるようにとい

う指示もございます。また、先ほど言われましたように、一般競争入札等も導入をするよ

うにということが入っておりますので、原告の方の意見を十分取り入れた和解案であると
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いうふうに理解をいたしております。 

○議長（西山宗弘君） 

 ほかに御質疑はございませんか。 

            （９番、「もう一回できますわな。」の声） 

 ９番、石井壽富君。 

○９番（石井壽富君） 

 副町長な、法令に従ってなかったわけですよ、執行そのものが。法律を守ってない執行

をしとんですよ。そのことに関して、責任職である執行責任。一般企業でもそうでしょう

がな。やはりトップの頭取なり、三菱の銀行のあれでも、トップが出てきちっと謝罪も

し、今後の身の振り方もこうしますとかというふうなことまで、それが責任じゃないんか

な。謝罪の一つもせずにおって、ああのこうの言うて、そんなものは通らんですよ、一般

的には。町長、そうじゃないんかな。法令を守っとれば、こういったことは起きてないん

ですよ。守ってないから、このあれが司法の場に出たわけでしょうがな。そうじゃないん

かな。じゃから、越権的な意識があったんじゃないんですか、副町長。特権、越権があっ

たように私には。 

 旧議員さんは、この案件は随分企業の職員さんからも聞いてきとりますよ。議会にもあ

る程度、せえから監査、監査がきちっとこういうことを許してきたということにも大きく

問題があると思います。 

 じゃから、町長、副町長、法律違反をした、公金を出動しておる、このことに関しての

謝罪、責任の取り方というものはどういうふうに思うとんですか。 

○議長（西山宗弘君） 

 答弁を許します。 

 岡田副町長。 

○副町長（岡田 清君） 

 いろいろこういう手続をしなければいけない状況に陥ったといいますか、混乱といいま

すか、適切なスムーズな事務ができてなかったことについては、それはおわびを申し上げ

たいと思いますが、法令に違反しとるかどうか、これは裁判所が決めることだというふう

に私は認識しております。 

            （９番、「法令に違反しとるというて書いてある、この和解案

の中に、１番目に。」の声） 
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○議長（西山宗弘君） 

 石井議員に申し上げます。指名しておりませんので、発言を控えてください。 

 ほかに御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８２号、損害賠償事件の和解については原案のとお

り可決されました。 

 追加日程の途中ではございますが、ただいまから１１時１０分まで休憩します。 

            午前１１時００分  休 憩 

            午前１１時１０分  再 開 

○議長（西山宗弘君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第４、議案第８３号、令和６年度吉備中央町一般会計補正予算についてを議題

といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 山本総務課長。 

○総務課長（山本敦志君） 
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 それでは、議案第８３号を御説明いたします。 

 令和６年度吉備中央町一般会計補正予算について。令和６年度吉備中央町一般会計補正

予算を別紙のとおり定める。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町長、山本雅則。 

            〔予算書に基づき説明〕 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８３号、令和６年度吉備中央町一般会計補正予算に

ついては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第５、議案第８４号、令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算につい

てを議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 古林福祉課長。 

○福祉課長（古林直樹君） 



- 38 - 

 それでは、議案第８４号について御説明いたします。 

 令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補正予算について。令和６年度吉備中央町介護

保険特別会計補正予算を別紙のとおり定める。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町

長、山本雅則。 

            〔予算書に基づき説明〕 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８４号、令和６年度吉備中央町介護保険特別会計補

正予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第６、議案第８５号、令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について

を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 
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 楢嵜水道課長。 

○水道課長（楢嵜秀徳君） 

 それでは、議案第８５号について御説明いたします。 

 令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正予算について。令和６年度吉備中央町上水道

事業会計補正予算を別紙のとおり定める。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町長、山

本雅則。 

            〔予算書に基づき説明〕 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８５号、令和６年度吉備中央町上水道事業会計補正

予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第７、議案第８６号、令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について

を議題とします。 
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 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 楢嵜水道課長。 

○水道課長（楢嵜秀徳君） 

 それでは、議案第８６号について御説明いたします。 

 令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正予算について。令和６年度吉備中央町下水道

事業会計補正予算を別紙のとおり定める。令和６年１２月２０日提出、吉備中央町長、山

本雅則。 

            〔予算書に基づき説明〕 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで提案理由の説明は終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、議案第８６号、令和６年度吉備中央町下水道事業会計補正

予算については原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 
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 追加日程第８、発議第７号、持続可能な学校の実現を目指す意見書についてを議題とし

ます。 

 事務局に朗読をさせます。 

○議会事務局長（早川順治君）〔発議第７号朗読〕 

○議長（西山宗弘君） 

 ただいま発議について朗読しましたが、提出者から補足説明がありましたらお願いをし

ます。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 本案に対して御意見、御質疑はございませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 意見、質疑なしと認めます。 

 これで意見、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 討論なしと認めます。 

 発議第７号について採決をいたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

            〔賛成者挙手〕 

○議長（西山宗弘君） 

 全員賛成です。したがって、発議第７号、持続可能な学校の実現を目指す意見書につい

ては原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（西山宗弘君） 

 追加日程第９、閉会中の特定事件の調査についてを議題とします。 

 各常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長から会議規則第７５条の規定により、お

手元に配付しております閉会中の特定事件の調査についての申出があります。 
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 お諮りします。 

 本件については、各委員長申出のとおり、閉会中の調査とすることに御異議ございませ

んか。 

            〔「異議なし」の声〕 

○議長（西山宗弘君） 

 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の調査とするこ

とに決定をいたしました。 

 以上をもって本定例会に付議されました事件の審議は全て終了しました。 

 この際、町長の御挨拶がございます。 

○町長（山本雅則君） 

 第６回の定例議会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げさせていただき

ます。 

 今回は、新たに議会当選されました議員の方におかれましては、初めての定例会だと思

います。大変お疲れさまでした。 

 今議会は１７日間という長きにわたりまして、議案の中でも特に条例改正、そして補正

予算、そして委員の選任同意等々、多岐にわたってございました。そのような議案全てに

おきまして原案どおり承認をいただきましたこと、大変うれしく思っております。 

 少し今年を振り返ってみますと、今年は選挙の年でもありまして、慌ただしかったなと

いう思いがございます。そして、１１月には、合併して２０年という節目の年でもあり、

記念式典をさせていただきました。新たに、皆様方も同じ思いでございましょう、今後の

２０年に向けて、またチャレンジ・アンド・パワーという基本コンセプトの下に明るいま

ちづくりに頑張ろうと気持ちを新たにしたところでございます。 

 今年もあと僅かでございます。ぜひ皆さん、体には十二分に気をつけられて、家族皆で

明るくて本当に輝かしい新年を迎えてください。そのことを心から祈念を申し上げまし

て、本定例会の終わりに際しましての御礼の御挨拶とさせていただきます。大変ありがと

うございました。 

○議長（西山宗弘君） 

 これで令和６年第６回吉備中央町議会定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

            午前１１時４１分  閉 会 


